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平成２０年度第２回河南町入札監視委員会 議事概要 

開催日時 平成 21 年 2 月 24 日（火）13 時 30 分から 15 時 15 分 

開催場所 河南町役場庁舎 2階庁議室 

出 席 者 

委員 3名 

副町長、総務部長、まち創造部長、健康福祉部長、契約検査課長 

契約検査課職員 3名 

 

議事概要 

平成 20 年度第 2回河南町入札監視委員会の概要は、次のとおりです。 

 

１．指名停止措置の運用状況について 

平成 20年 8月 1日から12月 31日までの指名停止措置について事務局から

報告がありました。 

主な質問及び意見 

 ・子会社が指名停止になった場合、親会社は指名停止にならないのか。 

 （回答）親会社についても措置要件に該当することが明らかにならない限

り、別の会社であるため指名停止にはなりません。 

 

２．談合情報等の処理状況について 

平成20年8月1日から12月31日までの間に談合情報はありませんでした。

 

３．入札・契約状況及び抽出事案について 

平成 20 年 8 月 1 日から 12 月 31 日までの 5 ヶ月間に本町が契約締結した

130 万円を超える工事、50 万円を超える委託及び 80 万円を超える物品購入の

入札・契約状況の報告があり、対象契約案件 47 件の中から任意抽出された次

の 4 件の概要、入札の経緯、落札者の決定等について契約検査課及び担当部

局より説明し、審議が行われました。 

⑴ 抽出事案 

①汚水管渠築造工事 20－公 4工区（契約金額 17,787,000 円） 

②普通河川馬谷川改修工事（契約金額 1,074,150 円） 

③個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の導入に向けたシステ

ム改修業務（契約金額 19,826,100 円） 

④特定保健指導委託契約（契約金額 動機付け支援 19,950 円／人 積極的

支援 40,950 円／人） 

⑵ 主な質問及び意見 

①の抽出事案について 

・町内業者であることを入札参加資格としている理由は。 
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 （回答）町内業者であることを入札参加資格としても競争性が確保できる

と判断できるためです。 

・入札参加対象業者数は何社か。 

（回答）20 社です。 

・全社最低制限価格での応札となっているが、設計金額の妥当性は。 

（回答）国の積算基準により積算しているので設計金額は適正であると考

えています。 

・他の工事も最低制限価格で落札しているのに落差率が違うのはなぜか。

（回答）最低制限価格は、工事ごとに設計金額を基に算出するので、予定

価格に対する割合が異なります。 

・くじはどのように行っているのか。 

（回答）入札者が予め入札書に記載した任意の「くじ用数字」と開札日に

立会人が決定する「乱数」を使用してくじを実施します。従来は業者番

号順にくじ番号を決めていましたが、平成 21 年度からは 3桁の乱数を使

用してくじ番号の順番を決めます。 

・くじは手作業となるため錯誤等のないよう適切に対応するように。 

②の抽出事案について 

・失格の内容と辞退の理由は何か。 

（回答）失格は、入札に欠席の 2社と手持ち工事数の制限による 1社です。

辞退理由としては、金額面が 6社、技術者等人員不足によるものが 2社、

その他会社の都合によるものが 2 社、手持ち工事の制限を回避したいと

の意向によるものが1社、建設業廃業によるものが1社、合計12社が各々

の理由により辞退しています。 

・応札者のうち、落札者以外は概ね予定価格と近い価格で応札しているが、

この状況で考えられることは。 
（回答）落札者は当該工事現場に近い位置に営業所があるため、価格低減

を図ったのではないか考えられます。 
・①の事案と比べて工事価格に大小はあるが工事の期間にそれほどの違い

がないのは。 
（回答）河川工事は降雨時に作業ができないことと、年末年始の休日及び

材料調達期間を考慮し、所要日数に余裕を持たせた工期を設定していま

す。 
③の抽出事案について 

・ソフトウェアは指定品扱いか。応札者は、それぞれ特定の会社の製品し

か取扱い出来ないのか。 
 （回答）公的年金を受ける高齢者からの納税の効率化を図るためにシステ

ムを導入するもので、このシステムは既存の住民情報や税情報との連携



H20 第 2 回（3／3） 

 

が不可欠となっており、しかも短期間で構築する必要があることから購

入するソフトウェアは既存のシステムと同じ会社のものを指定していま

す。応札者は、それぞれ特定の会社の製品しか取扱い出来ないものでは

ありません。 
 ・予定価格の算出方法は。 
（回答）本体価格にリース料率を乗じて算出しています。 

④の抽出事案について 

・動機付け支援 19,950 円、積極的支援 40,950 円は一人当たり金額か。 

 （回答）一人当たりの金額で、予定人数を乗じると合計約 125 万円になり

ます。 

 ・指定管理者としての業務と当該業務は重複しないか。 
 （回答）指定管理者としては、総合保健福祉センターの管理事務を行うと

もにウエルネス部分を自主運営しています。当該業務を行うにあたって

ウエルネス部分を活用しますが、目的及び性質が異なるため明確に区分

できるものとなっています。 
・特定保健指導の参加者はどのくらいあるのか。 

（回答）動機付け支援で 30 名、積極的支援で 10 名が参加しており、保健

師の指導により、他自治体と比較して参加率が高くなっています。 
⑶ 審議の結果 

抽出審議した 4 件の案件については、入札及び契約状況は概ね適正な手

続きで行なわれたと認められました。 

 

４．委員会による意見の具申又は勧告 

 無し 

 

５．その他 

手持ち工事数の制限は、平成 21 年度から当初の予定価格が税込 500 万円

以上の工事を対象とすることについて事務局から説明がありました。 

主な質問及び意見 

 ・基準額を 500 万円以上とした理由は。 

 （回答）Ｅランク工事を除くため基準額を 500 万円以上としました。 

 ・制限の見直しで辞退の傾向が緩和されることを期待する。 

 

６．問い合わせ先 

 河南町総務部契約検査課 電話番号 0721-93-2500（内線 240・241） 

 

 


